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航空自衛隊達第９号

改正昭和35年８月25日航空自衛隊達第38号

昭和37年１月31日航空自衛隊達第６号

昭和37年２月19日航空自衝隊達第８号

昭和37年４月９日航空自衛隊達第20号

昭和38年１月29日航空自衛隊達第７号

昭和40年４月15日航空自衛隊達第５号

昭和40年11月27日航空自衛隊達第26号

昭和42年１月30日航空自衛隊達第４号

昭和42年11月20日航空自衛隊達第45号

昭和46年７月７日航空自衛隊達第21号

昭和48年８月17日航空自衛隊達第18号

昭和48年12月17日航空自衛隊達第35号

昭和49年６月11日航空自衛隊達第19号

昭和49年10月２日航空自衛隊達第33号

昭和51年６月25日航空自衛隊達第16号

昭和52年６月９日航空自衛隊達第10号

昭和52年11月９日航空自衛隊達第22号

昭和53年７月28日航空自衛隊達第24号

昭和55年９月30日航空自衛隊達第15号

昭和56年４月３日航空自衛隊達第26号

昭和56年12月14日航空自衛隊達第38号

昭和57年４月12日航空自衛隊達第14号

昭和57年６月７日航空自衛隊達第19号

昭和58年３月３日航空自衛隊達第５号

昭和58年10月27日航空自衛隊達第14号

昭和59年２月29日航空自衛隊達第８号

昭和59年11月８日航空自衛隊達第28号

昭和61年７月４日航空自衛隊達第16号

昭和61年11月21日航空自衛隊達第23号

昭和62年１月14日航空自衛隊達第２号

昭和62年９月30日航空自衛隊達第33号

昭和63年５月17日航空自衛隊達第15号

昭和63年７月28日航空自衛隊達第22号

平成元年５月12日航空自衛隊達第29号

平成元年６月５日航空自衛隊達第34号
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平成元年９月26日航空自衛隊達第43号

平成２年２月２日航空自衛隊達第１号

平成３年３月14日航空自衛隊達第３号

平成３年10月17日航空自衛隊達第25号

平成３年12月２日航空自衛隊達第31号

平成４年３月31日航空自衛隊達第12号

平成４年７月17日航空自衛隊達第36号

平成４年10月26日航空自衛隊達第48号

平成５年９月28日航空自衛隊達第36号

平成５年11月30日航空自衛隊達第45号

平成６年２月16日航空自衛隊達第３号

平成６年９月29日航空自衛隊達第32号

平成７年10月６日航空自衛隊達第32号

平成８年９月10日航空自衛隊達第18号

平成８年12月19日航空自衛隊達第25号

平成９年６月13日航空自衛隊達第15号

平成９年６月26日航空自衛隊達第16号

平成９年10月21日航空自衛隊達第24号

平成10年５月28日航空自衛隊達第12号

平成11年３月24日航空自衛隊達第６号

平成11年６月１日航空自衛隊達第17号

平成12年２月15日航空自衛隊達第５号

平成12年９月22日航空自衛隊達第39号

平成12年９月28日航空自衛隊達第41号

平成12年11月１日航空自衛隊達第49号

平成12年12月11日航空自衛隊達第53号

平成12年12月14日航空自衛隊達第58号

平成13年３月30日航空自衛隊達第18号

平成13年11月７日航空自衛隊達第40号

平成14年８月19日航空自衛隊達第20号

平成15年３月26日航空自衛隊達第５号

平成15年８月27日航空自衛隊達第34号

平成15年９月25日航空自衛隊達第36号

平成16年３月29日航空自衛隊達第９号

平成16年９月28日航空自衛隊達第24号

平成17年２月２日航空自衛隊達第２号
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平成17年７月19日航空自衛隊達第21号

平成21年３月25日航空自衛隊達第２号

平成21年９月24日航空自衛隊達第37号

平成22年４月16日航空自衛隊達第10号

平成23年４月１日航空自衛隊達第20号

平成23年12月２日航空自衛隊達第39号

平成29年３月27日航空自衛隊達第８号

平成29年10月24日航空自衛隊達第42号

平成30年６月25日航空自衛隊達第17号

令和元年６月10日航空自衛隊達第５号

令和元年９月20日航空自衛隊達第17号

令和２年12月23日航空自衛隊達第58号

令和３年５月21日航空自衛隊達第47号

令和４年３月31日航空自衛隊達第28号

令和４年６月24日航空自衛隊達第41号

令和４年11月22日航空自衛隊達第49号

航空従事者技能証明の航空機種別指定に関する達を次のように定める。

昭和３４年３月４日

航空幕僚長 空将 佐薙 毅

航空従事者技能証明の航空機種別指定に関する達

（目的）

第１条 この達は、航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令の運用

方針について（通達 （防人計第４１１２号２３．４．１）別紙第３第２項）

の規定に基づき、航空機の種類を指定することを目的とする。

（課程又は講習の名称等と指定機種）

第２条 課程又は講習の名称による機種を別表第１のとおり指定する。

２ 国土交通大臣が行う操縦士の技能証明による機種を別表第２のとおり指定

する。

附 則

この達は、昭和34年３月４日から施行する。

附 則（昭和35年８月25日航空自衛隊達第38号）

この達は、昭和35年８月25日から施行する。

附 則（昭和37年１月31日航空自衛隊達第６号）

この達は、昭和37年１月31日から施行する。
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附 則（昭和37年２月19日航空自衛隊達第８号）

この達は、昭和37年２月19日から施行する。

附 則（昭和37年４月９日航空自衛隊達第20号）

この達は、昭和37年４月９日から施行する。

附 則（昭和38年１月29日航空自衛隊達第７号）

この達は、昭和38年１月29日から施行する。

附 則（昭和40年４月15日航空自衛隊達第５号）

この達は、昭和40年４月15日から施行する。

附 則（昭和40年11月27日航空自衛隊達第26号）

この達は、昭和40年11月27日から施行し、昭和40年９月30日から適用する。

附 則（昭和42年１月30日航空自衛隊達第４号）

この達は、昭和42年１月30日から施行し、昭和41年７月１日から適用する。

附 則（昭和42年11月20日航空自衛隊達第45号）

この達は、昭和42年11月20日から施行する。

附 則（昭和46年７月７日航空自衛隊達第21号）

１ この達は、昭和46年７月７日から施行する。

２ この達施行の際、改正前の規定により機種を指定されているものは、当該

機種が存続するかぎり、なおその効力を有する。

附 則（昭和48年８月17日航空自衛隊達第18号）

この達は、昭和48年８月17日から施行する。

附 則（昭和48年12月17日航空自衛隊達第35号）

この達は、昭和48年12月17日から施行する。

附 則（昭和49年６月11日航空自衛隊達第19号）

この達は、昭和49年６月11月から施行する。

附 則（昭和49年10月２日航空自衛隊達第33号）

１ この達は、昭和49年11月１日から施行する。

２ この達施行の際、改正前の規定により機種を指定されているものは、当該

機種が存続する限り、なおその効力を有する。

附 則（昭和51年６月25日航空自衛隊達第16号）

１ この達は、昭和51年６月26日から施行する。

２ この達施行の際、改正前の規定により機種を指定されているものは、当該

機種が存続する限り、なおその効力を有する。

附 則（昭和52年６月９日航空自衛隊達第10号）

１ この達は、昭和52年６月９日から施行する。

２ この達施行の際、Ｔ－２を指定されている者については、Ｆ－１の指定を
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追加するものとする。

附 則（昭和52年11月９日航空自衛隊達第22号）

１ この達は、昭和52年11月９日から施行する。

２ この達施行の際、改正前の規定により機種を指定されているものは、当該

機種が存続する限り、なおその効力を有する。

附 則（昭和53年７月28日航空自衛隊達第24号）

１ この達は、昭和53年７月28日から施行する。

２ この達施行の際、航空実験団においてＴ－３の実用試験に従事している操

縦士等のうち、第１初級操縦教官課程又は同課程講習の修了者については第

１初級操縦教官機種転換課程を修了したものとみなし、その他の者について

はＴ－３機種転換操縦講習を修了したものとみなして、それぞれ機種を指定

するものとする。

附 則（昭和55年９月30日航空自衛隊達第15号）

１ この達は、昭和55年９月30日から施行し、改正後のＢ－65操縦講習に係る

規定は、同年８月９日から適用する。

２ この達施行の際、改正前の規定により機種を指定されたものは、当該機種

が存続する限り、なおその効力を有する。また、海上自衛隊による計器飛行

（空自）課程の修了者については、Ｂ－65の指定を追加するものとする。

附 則（昭和56年４月３日航空自衛隊達第26号）

この達は、昭和56年４月３日から施行する。

附 則（昭和56年12月14日航空自衛隊達第38号）

この達は、昭和56年12月17日から施行する。

附 則（昭和57年４月12日航空自衛隊達第14号）

１ この達は、昭和57年４月12日から施行する。

２ この達施行の際、改正前の規定により機種を指定されているものは、当該

機種が存続する限り、なおその効力を有する。

附 則（昭和57年６月７日航空自衛隊達第19号）

この達は、昭和57年６月７日から施行する。

附 則（昭和58年３月３日航空自衛隊達第５号）

１ この達は、昭和58年３月３日から施行する。

２ この達施行の際、改正前の規定により機種を指定されているものは、当該

機種が存続する限り、なおその効力を有する。

附 則（昭和58年10月27日航空自衛隊達第14号）

この達は、昭和58年10月27日から施行する。

附 則（昭和59年２月29日航空自衛隊達第８号）

この達は、昭和59年２月29日から施行する。
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附 則（昭和59年11月８日航空自衛隊達第28号）

この達は、昭和59年11月８日から施行する。

附 則（昭和61年７月４日航空自衛隊達第16号）

この達は、昭和61年７月４日から施行する。

附 則（昭和61年11月21日航空自衛隊達第23号）

この達は、昭和61年12月１日から施行する。

附 則（昭和62年１月14日航空自衛隊達第２号）

この達は、昭和62年１月14日から施行する。

附 則（昭和62年９月30日航空自衛隊達第33号）

１ この達は、昭和62年10月１日から施行する。

２ この達施行の際、航空実験団において、ＣＨ－47の実用試験に従事してい

た操縦者のうち、米留ＣＨ－47機種転換操縦課程未修了者については、ＣＨ

－47Ｊ操縦講習を修了したものとみなして、機種を指定するものとする。

附 則（昭和63年５月17日航空自衛隊達第15号）

この達は、昭和63年５月17日から施行する。

附 則（昭和63年７月28日航空自衛隊達第22号）

１ この達は、昭和63年７月28日から施行する。

２ この達施行の際、航空実験団においてＴ－４実用試験又は試験運用に従事

していた操縦士等のうち、基本操縦教官課程又は同課程講習の修了者につい

ては、Ｔ－４教官操縦講習を修了したものとみなし、その他の者については

Ｔ－４操縦講習を修了したものとみなして、それぞれ機種指定をするものと

する。

附 則（平成元年５月12日航空自衛隊達第29号）

この達は、平成元年５月12日から施行する。

附 則（平成元年６月５日航空自衛隊達第34号）

この達は、平成元年６月５日から施行する。

附 則（平成元年９月26日航空自衛隊達第43号）

この達は、平成元年９月26日から施行する。

附 則（平成２年２月２日航空自衛隊達第１号）

１ この達は、平成２年２月２日から施行する。

２ この達施行の際、現に基本操縦（Ｔ－４）課程（試行）を受講している者

が同課程を修了した場合及び同課程を既に修了している者については、基本

（ ） 、 。操縦 Ｔ－４ 課程を修了したものとみなして 機種を指定するものとする

附 則（平成３年３月14日航空自衛隊達第３号）

この達は、平成３年３月14日から施行する。
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附 則（平成３年10月17日航空自衛隊達第25号）

１ この達は、平成３年10月17日から施行する。

２ この達施行の際、改正前の規定により機種を指定されているものは、当該

機種が存続する限り、なおその効力を有する。

附 則（平成３年12月２日航空自衛隊達第31号）

この達は、平成３年12月２日から施行する。

附 則（平成４年３月31日航空自衛隊達第12号）

この達は、平成４年４月１日から施行する。

附 則（平成４年７月17日航空自衛隊達第36号）

この達は、平成４年７月17日から施行する。

附 則（平成４年10月26日航空自衛隊達第48号）

この達は、平成４年11月１日から施行する。

附 則（平成５年９月28日航空自衛隊達第36号）

この達は、平成５年９月30日から施行する。

附 則（平成５年11月30日航空自衛隊達第45号）

１ この達は、平成５年11月30日から施行する。

２ この達施行の際、救難操縦（ＵＨ－60Ｊ）課程（試行）を既に修了してい

る者については、救難操縦（ＵＨ－60Ｊ）課程を修了したものと見なして、

機種を指定するものとする。

附 則（平成６年２月16日航空自衛隊達第３号）

この達は、平成６年２月16日から施行する。

附 則（平成６年９月29日航空自衛隊達第32号）

この達は、平成６年11月29日から施行する。

附 則（平成７年10月６日航空自衛隊達第32号）

１ この達は、平成７年10月６日から施行する。

２ この達施行の際、改正前の規定により機種を指定されているものは、当該

機種が存続する限り、なおその効力を有する。

附 則（平成８年９月10日航空自衛隊達第18号）

この達は、平成８年９月26日から施行する。

附 則（平成８年12月19日航空自衛隊達第25号）

１ この達は、平成８年12月19日から施行する。

２ この達施行の際、救難操縦（Ｕ－125Ａ）課程（試行）を既に修了してい

る者については、救難操縦（Ｕ－125Ａ）課程を修了したものと見なして、

機種を指定するものとする。

附 則（平成９年６月13日航空自衛隊達第15号）

この達は、平成９年６月13日から施行する。
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附 則（平成９年６月26日航空自衛隊達第16号）

この達は、平成９年７月１日から施行する。

附 則（平成９年10月21日航空自衛隊達第24号）

この達は、平成９年10月21日から施行する。

附 則（平成10年５月28日航空自衛隊達第12号）

１ この達は、平成10年５月28日から施行する。

２ この達施行の際、改正前の規定により機種を指定されているものは、当該

機種が存続する限り、なおその効力を有する。

附 則（平成11年３月24日航空自衛隊達第６号）

この達は、平成11年３月25日から施行する 〔後略〕。

⑴～⑷ 〔略〕

附 則（平成11年６月1日航空自衛隊達第17号）

この達は、平成11年６月1日から施行する。

附 則（平成12年２月15日航空自衛隊達第5号）

１ この達は、平成12年２月17日から施行する。

２ この達の施行の際、基本操縦（Ｔ－４）後期課程（試行）を既に修了して

、 （ ） 、いる者については 基本操縦 Ｔ－４ 後期課程を修了したものと見なして

機種を指定するものとする。

附 則（平成12年９月22日航空自衛隊達第39号）

１ この達は、平成12年９月22日から施行する。

２ この達の施行の際、飛行開発実験団においてＸＦ－２実用試験又は試験的

運用に従事していた操縦士等は、Ｆ－２機種転換操縦課程（試行）を修了し

たものとみなして、機種を指定するものとする。

附 則（平成12年９月28日航空自衛隊達第41号）

１ この達は、平成12年９月28日から施行する。

２ この達の施行の際、基本操縦（Ｔ-400）課程（長期 （試行）を既に修了）

している者については、基本操縦（Ｔ-400）課程（長期）を修了したものと

見なして、機種を指定するものとする。

附 則（平成12年11月１日航空自衛隊達第49号）

１ この達は、平成12年11月６日から施行する。

２ この達の施行の際、戦闘機操縦（Ｆ－１５）課程（試行）を既に修了して

いる者については、戦闘機操縦課程を修了したものと見なして、Ｅ-767機種

転換操縦課程（試行）を既に修了している者については、Ｅ－767機種転換

操縦課程を修了したものと見なして、それぞれ機種を指定するものとする。

附 則（平成12年12月11日航空自衛隊達第53号）
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この達は、平成13年１月６日から施行する。

附 則（平成12年12月14日航空自衛隊達58号）

１ この達は、平成12年12月14日から施行する。

２ この達施行の際、改正前の規定により機種を指定されているものは、当該

機種が存続する限り、なおその効力を有する。

附 則（平成13年３月30日航空自衛隊達第18号）

この達は、平成13年４月１日から施行する。

附 則（平成13年11月７日航空自衛隊達第40号）

１ この達は、平成13年11月20日から施行する。

２ この達施行の際、Ｆ－２機種転換操縦課程（試行）を既に修了している者

については、Ｆ－２機種転換操縦課程を修了したものと見なして、機種を指

定するものとする。

附 則（平成14年８月19日航空自衛隊達第20号）

この達は、平成14年８月19日から施行する。

附 則（平成15年３月26日航空自衛隊達第5号）

この達は、平成15年３月26日から施行する。

附 則（平成15年８月27日航空自衛隊達第34号）

この達は、平成15年８月27日から施行する。

附 則（平成15年９月25日航空自衛隊達第36号）

この達は、平成15年９月25日から施行する。

附 則（平成16年３月29日航空自衛隊達第９号）

この達は、平成16年３月29日から施行する。

附 則（平成16年９月28日航空自衛隊達第24号）

１ この達は、平成16年９月28日から施行する。

２ この達施行の際、現に次の表の左欄の課程等を受講している者が同課程等

を修了した場合及び同課程等を既に修了している者については、同表右欄の

課程等を修了したものと見なして、機種を指定するものとする。

初級操縦教官機種転換課程 初級操縦教官機種転換（Ｔ－３）課程

初級操縦教官（Ｔ－７）課程（試行） 初級操縦教官（Ｔ－７）課程

初級操縦教官機種転換（Ｔ－７）課程 初級操縦教官機種転換（Ｔ－７）課程

（試行）

新初等練習機国内委託講習 Ｔ－７機種転換操縦講習
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附 則（平成17年２月22日航空自衛隊達第２号）

１ この達は、平成17年２月22日から施行する。

２ この達施行の際、現に次の表の左欄の課程を受講している者が同課程を修

了した場合及び同課程を既に終了している者については、同表右欄の課程を

修了したものと見なして、機種を指定するものとする。

戦闘機操縦課程 戦闘機操縦（Ｆ－15）課程

戦闘機操縦（Ｆ－２）課程（試行） 戦闘機操縦（Ｆ－２）課程

附 則（平成17年７月19日航空自衛隊達第21号）

この達は、平成17年７月19日から施行する。

附 則（平成21年３月25日航空自衛隊達第２号）

この達は、平成21年３月26日から施行する。

附 則（平成21年９月24日航空自衛隊達第37号）

この達は、平成21年９月24日から施行する。

附 則（平成22年４月16日航空自衛隊達第10号）

１ この達は、平成22年４月16日から施行し、改正後の規定は、平成22年４月

１日から適用する。

２ この達施行の際、改正前の規定により機種を指定されているものは、当該

機種が存続する限り、なおその効力を有する。

附 則（平成23年４月１日航空自衛隊達第20号）

この達は、平成23年４月１日から施行する。

附 則（平成23年12月２日航空自衛隊達第39号）

１ この達は、平成23年12月２日から施行する。

２ この達施行の際、ＫＣ－７６７機種転換操縦課程（試行）を既に修了して

いる者については、ＫＣ－７６７機種転換操縦課程を修了したものとみなし

て、機種を指定するものとする。

附 則（平成29年３月27日航空自衛隊達第８号）

１ この達は、平成29年３月27日から施行する。

（経過措置）

２ この達の施行前に、別に定めるところにより飛行開発実験団においてＸＣ

－２の技術・実用試験及び試験的運用に従事した操縦士等は、この達による

改正後の航空従事者技能証明の航空機種別指定に関する達別表第１に定める

Ｃ－２機種転換操縦課程を修了したものとみなして、機種を指定するものと

する。

１ この達の施行後に、次の表の左欄に掲げる試行の課程を修了した者は、そ
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れぞれ同表右欄に掲げる課程を修了したものとみなして、機種を指定するも

のとする。

輸送機操縦（Ｃ－２）課程（試行） 輸送機操縦（Ｃ－２）課程

Ｃ－２機種転換操縦課程（試行） Ｃ－２機種転換操縦課程

附 則（平成29年10月24日航空自衛隊達第42号）

この達は、平成29年10月24日から施行する。

附 則（平成30年６月25日航空自衛隊達第17号）

１ この達は、平成30年６月25日から施行する。

（経過措置）

２ この達の施行後に、次の表の左欄に掲げる試行の課程等を修了した者は、

それぞれ同表右欄に掲げる課程等を修了したものとみなして、機種を指定す

るものとする。

Ｆ－３５Ａ機種転換操縦課程（試行） Ｆ－３５Ａ機種転換操縦課程

ＥＣ－１機種転換操縦講習（試行） ＥＣ－１機種転換操縦講習

航空従事者技能証明及び計器飛行証明の実施に関する達の一部改正）（

３ 航空従事者技能証明及び計器飛行証明の実施に関する達（昭和42年航空自

衛隊達第３号）の一部を次のように改正する。

別紙様式第１中「教育課程の名称、修了年月日」の次に「又は試験合格の

名称、合格年月日」を追加する。

附 則（令和元年６月10日航空自衛隊達第５号）

１ この達は、令和元年６月10日から施行する。

（経過措置）

２ この達の施行後に、Ｅ－２Ｄ機種転換操縦課程（試行）を修了した者は、

Ｅ－２Ｄ機種転換操縦課程を修了したものとみなして、機種を指定するもの

とする。

附 則（令和元年９月20日航空自衛隊達第17号）

この達は、令和元年９月20日から施行する。

附 則（令和２年12月23日航空自衛隊達第58号）

１ この達は、令和２年12月23日から施行する。

（経過措置）
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２ この達の施行後に、Ｕ－６８０Ａ機種転換操縦課程（試行）を修了した者

は、Ｕ－６８０Ａ機種転換操縦課程を修了したものとみなして、機種を指定

するものとする。

附 則（令和３年５月21日航空自衛隊達第47号）

この達は、令和３年５月21日から施行する。

附 則（令和４年３月31日航空自衛隊達第28号）

この達は、令和４年３月31日から施行する。

附 則（令和４年６月24日航空自衛隊達第41号）

１ この達は、令和４年６月24日から施行する。

（経過措置）

２ この達の施行後に、空中給油・輸送機操縦（ＫＣ－７６７）課程（試行）

を修了した者は、空中給油・輸送機操縦（ＫＣ－７６７）課程を修了したも

のとみなして、機種を指定するものとする。

附 則（令和４年11月22日航空自衛隊達第49号）

この達は、令和４年11月22日から施行する。

別表第１（第２条第１項関係）

課程又は講習名 指定機種

基本操縦（Ｔ－４）後期課程 Ｔ－７ Ｔ－４

基本操縦（Ｔ－400）課程 Ｔ－７ Ｔ－400

基本操縦（Ｔ－400）課程（長期） Ｔ－７ Ｔ－400

Ｔ－７
米留Ｔ－３８基本操縦課程

米留Ｔ－６基本操縦課程

米留Ｔ－１Ａ基本操縦課程 Ｔ－７ Ｔ－400

初級操縦教官（Ｔ－７）課程

初級操縦教官機種転換（Ｔ－７）課程 Ｔ－７

Ｔ－７機種転換操縦講習

基本操縦前期教官（Ｔ－４）課程

基本操縦後期教官（Ｔ－４）課程

基本操縦前期教官（Ｔ－４）課程講習 Ｔ－４

基本操縦後期教官（Ｔ－４）課程講習

Ｔ－４機種転換操縦課程

Ｔ－４機種転換操縦課程講習

米留Ｔ－400機種転換操縦課程

Ｔ－400機種転換操縦課程 Ｔ－４００

Ｔ－400機種転換操縦課程講習

Ｆ－４ＥＪ機種転換操縦課程

Ｆ－４ＥＪ機種転換操縦課程講習 Ｆ－４
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ＲＦ－４Ｅ操縦講習

戦闘機操縦（Ｆ－15）課程

Ｆ－１５
米留Ｆ－15操縦課程

Ｆ－15機種転換操縦課程

Ｆ－15機種転換操縦課程講習

Ｆ－２機種転換操縦課程

Ｆ－２機種転換操縦課程講習 Ｆ－２

戦闘機操縦（Ｆ－２）課程

Ｆ－３５Ａ
米留Ｆ－３５Ａ機種転換操縦課程

Ｆ－３５Ａ機種転換操縦課程

輸送機操縦（ＹＳ－11）課程

輸送機操縦（ＹＳ－11）課程講習 ＹＳ－１１

ＹＳ－11操縦講習

米留Ｅ－２操縦課程

Ｅ－２Ｃ機種転換操縦課程 Ｅ－２

Ｅ－２Ｃ機種転換操縦課程講習

Ｅ－２Ｄ
米留Ｅ－２Ｄ機種転換操縦課程

Ｅ－２Ｄ機種転換操縦課程

米留Ｃ－130機種転換教育課程（操縦）

Ｃ－130機種転換操縦課程

Ｃ－130機種転換操縦課程講習 Ｃ－１３０

輸送機操縦（Ｃ－130）課程

輸送機操縦（Ｃ－130）課程講習

輸送機操縦（Ｃ－１）課程

Ｃ－１/ＥＣ－１
輸送機操縦（Ｃ－１）課程講習

Ｃ－１機種転換操縦課程

Ｃ－１機種転換操縦課程講習

ＥＣ－１機種転換操縦講習 ＥＣ－１

Ｃ－２
輸送機操縦（Ｃ－２）課程

Ｃ－２機種転換操縦課程

Ｅ－７６７
米留Ｅ－767機種転換操縦課程

Ｅ－767機種転換操縦課程

米留ＫＣ－767空中給油・輸送機機種転

換課程 ＫＣ－７６７

ＫＣ－767機種転換操縦課程

空中給油・輸送機操縦（ＫＣ－ ）課程767
米留ＫＣ－４６Ａ機種転換操縦課程 ＫＣ－４６Ａ

米留ＣＨ－47機種転換操縦課程

ＣＨ－47Ｊ機種転換操縦課程 ＣＨ－４７

ＣＨ－47Ｊ機種転換操縦課程講習
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米留ＵＨ－60機種転換操縦課程

救難操縦（ＵＨ－60Ｊ）課程

救難操縦（ＵＨ－60Ｊ）課程講習 ＵＨ－６０

ＵＨ－60Ｊ機種転換操縦課程

ＵＨ－60Ｊ機種転換操縦課程講習

米留Ｕ－125機種転換操縦課程

救難操縦（Ｕ－125Ａ）課程

救難操縦（Ｕ－125Ａ）課程講習

Ｕ－１２５
救難操縦教官（Ｕ－125Ａ）課程

救難操縦教官（Ｕ－125Ａ）課程講習

Ｕ－125Ａ機種転換操縦課程

Ｕ－125Ａ機種転換操縦課程講習

Ｕ－125操縦講習

米留Ｕ－４機種転換操縦課程

Ｕ－４機種転換操縦課程 Ｕ－４

Ｕ－４機種転換操縦課程講習

Ｕ－６８０Ａ
米留Ｕ－６８０Ａ機種転換操縦課程

Ｕ－６８０Ａ機種転換操縦課程

米留ＲＱ－４Ｂ機体操縦課程 ＲＱ－４Ｂ

別表第２（第２条第２項関係）

技能証明 機種指定

国土交通大臣が行う定期運送用操縦士の資格に係る技能証明

（ボーイング式777－300ER型の型式限定）

Ｂ－７７７

国土交通大臣が行う事業用操縦士の資格に係る技能証明

（ボーイング式777－300ER型の型式限定）


